
 

 

                            議案第 55号   

   三浦市印鑑条例の一部を改正する条例  

 三浦市印鑑条例（昭和 52年三浦市条例第５号）の一部を次のように改正す

る。  

 第８条第３項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利  

用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第２条第７項に規定する」を削り、  

「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」  

に、「ものに限る」を「個人番号カードをいう。）又は移動端末設備（同法

第 35条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録

された電磁的記録媒体が組み込まれている移動端末設備をいう」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で

定める日から施行する。ただし、第８条第３項の改正規定（「利用者証明用

電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書 」に改める部分

に限る。）は、公布の日から施行する。  

  令和５年９月８日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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５  市長  生活に困窮する外国人に対す

る生活保護の措置について（

昭和 29年５月８日社発第 3 8 2

号厚生省社会局長通知）に基

づき、生活保護法（昭和 25年

法律第 1 4 4 号）の規定に準じ  

て行う事務であって規則で定

めるもの  

地方税に係る情報であって規

則で定めるもの  

 

議案第 56号   

   三浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利  

用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例 の一  

部を改正する条例  

 三浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 す  

る法律に基づく個人番号の利用等に関する条例（平成 27年三浦市条例第 19号）  

の一部を次のように改正する。  

 別表に次のように加える。  

  

 

 

 

 

 

 

   附  則   

 この条例は、公布の日から施行する。  

  令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                           議案第 57号   

三浦市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 三浦市水道事業給水条例（昭和 34年三浦市条例第 12号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第 21条第１項中「、異状があるときは、直ちに市長に届け出」を削り、同

条第３項を同条第５項とし、同条第２項中「前項において」を「給水装置に

異状があり、」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項

を加える。  

２  水道使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。  

（１）  給水装置を器物又は施設と連結して使用することにより水道水を

汚染させないようにすること。  

（２）  メーターの点検、検査、取替え又は修繕の障害となる建築物、工

作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。  

（３）  メーターの点検、検査、取替え又は修繕を妨げる行為をしないこ

と。  

（４）  給水装置に異状があると認めたときは、直ちに市長に届け出るこ

と。  

３  市長は、第１項又は前項第１号から第３号までの規定に違反した者に対

し、水道水の汚染又は漏水の防止、障害の除去その他必要な措置を執るこ

とを命ずることができる。  

第 32条第１項中「１箇月」を「当該月を１箇月」に改め、同項に次のただ

し書を加える。  

  ただし、次の各号に該当する場合の基本料金は、当該各号に定める額と

する。  

（１）  使用期間が 15日以下であって、かつ、使用水量が５立方メートル

以下（使用水量がない場合を含む。）の場合  別表の金額に 0 . 5 を乗じ

て得た額  

（２）  使用期間が１箇月を超え 45日以下であって、かつ、使用水量が 15

立方メートル以下（使用水量がない場合を含む。）の場合  別表の金額

に 1 . 5 を乗じて得た額  

 第 32条第２項中「場合」を「とき」に、「その使用日数の多い」を「使用

日数の多い用途における」に改め、同項に後段として次のように加える。  

 この場合において、使用日数が等しいときは、新しい用途における料率

を適用するものとする。  
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 第 35条中第５号を削り、第６号を第５号とする。  

 第 39条各号列記以外の部分中「に一」を「のいずれか」に改め、同条第１  

号中「第 21条第２項」を「第 21条第４項」に、「とき」を「とき。」に改め、

同条第２号中「とき」を「とき。」に改め、同条第３号を次のように改める。  

（３）  水道使用者等が、正当な理由がなくて第 21条第３項の規定による

市長の命令に従わなかったとき。  

第 41条各号列記以外の部分中「の一」を「のいずれか」に改め、同条中第

４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。  

（４）  正当な理由がなくて第 21条第３項の規定による市長の命令に従わ

なかった者  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。  

 （経過措置）  

２  改正後の第 32条第１項ただし書の規定は、施行日以後に水道の使用を開

始し、再開し、又は中止する場合に適用し、施行日前に水道の使用を開始

し、再開し、又は中止する場合の料金の算定については、なお従前の例に

よる。  

３  施行日前に行われた給水栓の開栓又は閉栓に係る手数料の徴収について

は、なお従前の例による。  

  令和５年９月８日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                           議案第 58号   

三浦市下水道条例の一部を改正する条例  

 三浦市下水道条例（平成９年三浦市条例第５号）の一部を次のように改正

する。  

第 16条第３項に次のただし書を加える。  

  ただし、次の各号に該当する場合の基本使用料は、当該各号に定める額

とする。  

（１）  使用期間が 15日以下であって、かつ、汚水排除量が５立方メート

ル以下（汚水排除量がない場合を含む。）の場合  別表の基本使用料の

表の金額に 0 . 5 を乗じて得た額  

（２）  使用期間が１箇月を超え 45日以下であって、かつ、汚水排除量が

15立方メートル以下（汚水排除量がない場合を含む。）の場合  別表の

基本使用料の表の金額に 1 . 5 を乗じて得た額  

 第 16条第４項中「場合」を「とき」に改め、同項に後段として次のように

加える。  

この場合において、使用日数が等しいときは、新しい区分における料率

を適用するものとする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第 16条第３項ただし書の規定は、令和６年４月１日以後に公共

下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している

その使用を再開（以下「開始等」という。）した場合に適用し、同日前に

公共下水道の使用を開始等する場合の料金の算定については、なお従前の

例による。  

  令和５年９月８日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第 59号   

   工事請負契約の締結について  

 三浦市市民交流拠点整備事業公共施設建設工事（設計・施工一括） につき、  

次のとおり請負契 約 を締結するため地 方 自治法（昭和 22年法 律第 67号）第 96

条第１項第５号及 び 議会の議決に付す べ き契約及び財産の 取 得又は処分に関

する条例（昭和 39年 三浦市条例第４号 ） 第２条の規定によ り 議会の議決を求

める。  

１  契約金額  

  4,199,800,000円  

２  相手方  

  東京都江戸川区中葛西三丁目 37番４号  

スターツＣＡＭ・アール・アイ・エー  設計・建設共同企業体  

代表者  

東京都江戸川区中葛西三丁目 37番４号  

    スターツＣＡＭ株式会社  

   構成員  

    神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 35番２号  

    株式会社アール・アイ・エー  横浜支社  

３  履行期限  

  令和８年３月 13日  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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議 案 第 60号   

   事 業 契 約 の 変 更 に つい て  

 令 和 ４ 年 ６ 月 21日 議 案 第 27号 及 び 令 和 ５ 年 ３ 月 20日 議 案 第 ７ 号 を も っ て議

決 を 経 た 三 浦 市 子 育 て 賃 貸 住 宅 等 整 備 事 業 契 約 の 一 部 を 次 の と お り 変 更 する

た め 、 民 間 資 金 等 の 活 用 に よ る 公 共 施 設 等 の 整 備 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 （平

成 11年法 律 第 1 1 7 号 ） 第 12条 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

１  相手 方  

  三浦 市 南 下 浦 町 上 宮 田 1584番 地  

  ＰＦ Ｉ 南 下 浦 市 民 セ ンタ ー 株 式 会 社  

２  変更 内 容  

区 分 変  更  前  変  更  後  

契 約 金額  2,174,627,321円  2,222,155,071円  

令 和 ５年 ９ 月 ８ 日 提 出  

三 浦 市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 61号  

令和４年度三浦市一般会計決算の認定について  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 3 3 条第３項の規定により、令和４

年度三浦市一般会計決算について、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認

定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 62号  

令和４年度三浦市国民健康保険事業特別会計決算の認定につい  

て  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 3 3 条第３項の規定により、令和４

年度三浦市国民健康保険事業特別会計決算について、別冊のとおり監査委員

の意見を付けて認定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男  
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議案第 63号  

令和４年度三浦市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定につ  

いて  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 3 3 条第３項の規定により、令和４

年度三浦市後期高齢者医療事業特別会計決算について、別冊のとおり監査委

員の意見を付けて認定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 64号  

令和４年度三浦市介護保険事業特別会計決算の認定について  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 3 3 条第３項の規定により、令和４

年度三浦市介護保険事業特別会計決算について、別冊のとおり監査委員の意

見を付けて認定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 65号  

令和４年度三浦市市場事業特別会計決算の認定について  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 3 3 条第３項の規定により、令和４

年度三浦市市場事業特別会計決算について、別冊のとおり監査委員の意見を

付けて認定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 66号  

令和４年度三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計  

決算の認定について  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 3 3 条第３項の規定により、令和４

年度三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計決算について、別冊

のとおり監査委員の意見を付けて認定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 67号  

令和４年度三浦市病院事業会計決算の認定について  

地方公営企業法（昭和 27年法律第 2 9 2 号）第 30条第４項の規定により、令

和４年度三浦市病院事業会計決算について、別冊のとおり監査委員の意見を

付けて認定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男  
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令 　和 　４ 　年 　度 　三 　浦 　市 　     　　病 　院 　事 　業 　決 　算 　報 　告 　書

（１）収益的収入及び支出

　収　 入

予                    算                    額　　

区　　　分

円 円 円

第１款 病院事業収益

第１項 医 業 収 益

第２項 医業外収益

第３項 特 別 利 益

　支　 出

予                    算                    額　　

地方公営企
区　　　分 予 備 費 業法第 24条

当初予算額 第 ３ 項 の
支 出 額 規定による

支 出 額

円 円 円 円 円

第１款 病院事業費用

第１項 医 業 費 用

第２項 医業外費用

第３項 特 別 損 失

第４項 予 備 費

3,021,326,000

2,823,670,000

197,654,000

当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

0

0

0

0

0

増 減額

0

0

30,000,000

58,437,000

39,223,000

△27,000

19,241,000

0

3,018,192,000

2,881,558,000

106,633,000

1,000

0

0

0

1,134,452

△1,134,452

45,149,000

19,241,000

25,908,000

補正予算額
流 用

0

0

地 方 公 営 企 業
法 第 24 条 第 ３ 項
の 規 定 に よ る
支 出 額 に 係 る

0

0

0

財 源 充 当 額

0

2,000 0 0
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令 　和 　４ 　年 　度 　三 　浦 　市 　     　　病 　院 　事 　業 　決 　算 　報 　告 　書

予                    算                    額　　

円 円 円
（うち、仮受消費税及び地方消費税

（うち、仮受消費税及び地方消費税

（うち、仮受消費税及び地方消費税

小 計 合 計 不 用 額 備          考

円 円 円 円 円 円
(うち、仮払消費税及び地

266,328,081
(うち、仮払消費税及び地

229,332,147
(うち、仮払消費税及び地

8,130,386
(うち、仮払消費税及び地

0

28,865,548

 方消費税 7,880円)

　1,617,137円）

 方消費税 68,707,741円)

 方消費税 68,699,658円)

 方消費税 203円)

20,376,452

繰　越　額

地方公営企

20,376,45220,376,452

規定による

28,865,548

0

0

0

282,250,133

2,691,448,853

98,475,614

28,865,548

企業法第

106,606,000

3,066,475,000

2,842,911,000

223,562,000

106,606,000

業法第26条
第 ２ 項 の

0

0 2,920,781,0002,920,781,000

2,494,814,686

合 計

決 算 額

3,076,629,0003,076,629,000

決 算 額
決 算 額 の 増 減

0

△289,410,181

△348,096,314

58,688,133

0

0

0

0

0

繰 越 額

予 算 額 に 比 べ
備　　　　　       考

2,810,300,919

2,777,064,819

に よ る
項の規定
26条第２

地方公営

　13,458,970円）

　11,841,833円）

2,000 0 △2,000
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（２）資本的収入及び支出

　収　 入

　　　　　　　　　　　予                    算                    額

地方公営企業
区　　　分 法 第 2 6 条 の

当初予算額 補正予算額 小　　計 規 定 に よ る
繰越額に係る
財 源 充 当 額

円 円 円 円 円

第１款 資本的収入 638,178,000 0 638,178,000 0 0

第１項 企 業 債 506,300,000 0 506,300,000 0 0

第２項 負 担 金 125,025,000 0 125,025,000 0 0

第３項 補 助 金 6,850,000 0 6,850,000 0 0

固 定 資 産

第４項 売 却 代 金 1,000 0 1,000 0 0

第５項 寄 附 金 1,000 0 1,000 0 0

第６項 貸付金返還金 1,000 0 1,000 0 0

　支　 出

　　　　　　　　　　　予                    算                    額

地方公営
区　　　分 予 備 費 流　用 企業法第 継続費

当初予算額 補正予算額 小　　計 26条の規 逓　次
支 出 額 増減額 定による 繰越額

繰 越 額

円 円 円 円 円 円 円

第１款 資本的支出 741,480,000 0 0 0 741,480,000 0 0

第１項 建設改良費 518,789,000 0 0 0 518,789,000 0 0

第２項 企業債償還金 205,491,000 0 0 0 205,491,000 0 0

第３項 貸 付 金 7,200,000 0 0 0 7,200,000 0 0

第４項 予 備 費 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 0

継続費逓次繰越額

に係る財源充当額

　資本的収入額545,287,000円が資本的支出額672,461,083円に不足する額127,174,083円は、過年度分損益

54



合    計 決  算  額

円 円 円

　※企業債収入減額の内訳

638,178,000 545,287,000 △19,900,000円

  (２)借り入れなかった額 △69,800,000円

506,300,000 416,600,000 計　△89,700,000円

125,025,000 125,025,000

6,850,000 2,962,000

1,000 0

1,000 0

1,000 700,000

翌 年 度 繰 越 額

地方公営
企業法第

合    計 決　算　額 26条の規 合   計 不　用　額 備      考
定による
繰 越 額

円 円 円 円 円 円
（うち、仮払消費税及び地

741,480,000 672,461,083 19,995,800 19,995,800 49,023,117 　方消費税 42,015,465円)

（うち、仮払消費税及び地

518,789,000 462,170,124 19,995,800 19,995,800 36,623,076 　方消費税 42,015,465円)

205,491,000 205,490,959 0 0 41

7,200,000 4,800,000 0 0 2,400,000

10,000,000 0 0 0 10,000,000

繰越額

継続費
逓　次

699,000

予算額に比べ

決算額の増減

0

△1,000

0

△3,888,000

△92,891,000

△89,700,000

備　　　　　考

△1,000

  (１)翌年度繰越額に係る未発行額

0

0

0

勘定留保資金125,242,417円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,931,666円で補塡した。

0
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1

(1) 1,475,101,379

(2) 687,560,293

(3) 128,143,181

(4) 192,168,000 2,482,972,853

2

(1) 1,662,180,206

(2) 270,518,213

(3) 518,455,162

(4) 148,765,307

(5) 18,289,253

(6) 4,541,054 2,622,749,195

139,776,342

3

(1) 8,976

(2) 63,416,000

(3) 17,077,171

(4) 10,848,487

(5) 191,165,083 282,515,717

4

(1) 32,309,292

(2) 2,030

(3) 10,800,000

(4) 114,755,116 157,866,438 124,649,279
.

15,127,063

5

(1) 20,368,572 20,368,572 △ 20,368,572

35,495,635

835,299,403

870,795,038

令 和 ４ 年 度 三 浦 市 病 院 事 業 損 益 計 算 書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

（単位:円）

経 常 損 失

患 者 外 給 食 材 料 費

医 業 収 益

医 業 損 失

研 究 研 修 費

受 取 利 息 配 当 金

資 産 減 耗 費

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

医 業 外 費 用

そ の 他 医 業 外 収 益

当 年 度 純 損 失

長 期 前 受 金 戻 入

特 別 損 失

支払利息及び企業債取扱諸費

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

過 年 度 損 益 修 正 損

雑 損 失

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金

前 年 度 繰 越 欠 損 金

他 会 計 補 助 金

入 院 収 益

外 来 収 益

そ の 他 医 業 収 益

他 会 計 負 担 金

給 与 費

減 価 償 却 費

材 料 費

医 業 費 用

経 費

56



　

57



　令  和  ４  年  度  三  浦  市  病  院

　　　　　　　欠　

資 本 剰 余 金

資本剰余金

合　　　計

前年度末残高 2,177,424,195 0

前年度処理額 0 0

2,177,424,195 0

当年度変動額 125,025,000 0

他会計繰入金の受入 125,025,000 0

当年度純損失 0 0

2,302,449,195 0

　令  和  ４  年  度  三  浦  市  病  院

当年度末残高 2,302,449,195 0

議会の議決による処理額 0 0

2,302,449,195 0

　   　（令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 

資 本 金

処理後残高

当年度末残高

資  　　本　  　金 資 本 剰 余 金

処理後残高
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事　業　欠  損  金　計　算　書

令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 ま で）

(単位：円)

利益剰余金

合　　　計

△835,299,403 △835,299,403 1,342,124,792

0 0 0

(繰越欠損金)

△835,299,403 △835,299,403 1,342,124,792

△35,495,635 △35,495,635 89,529,365

0 0 125,025,000

△35,495,635 △35,495,635 △35,495,635

(当年度未処理欠損金)

△870,795,038 △870,795,038 1,431,654,157

事　業　欠　損　金　処　理　計　算　書

(単位：円)

△870,795,038

0

(繰越欠損金)

△870,795,038

　　　　　　損　　　　　　　　　金

資 本 合 計
利　益　剰　余　金

未処理欠損金

未 処 理 欠 損 金
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1

(1)

イ 34,032,902

ロ 1,986,176,995

△898,355,937 1,087,821,058

ハ 1,878,563,173

△817,297,153 1,061,266,020

ニ 28,678,421

△21,004,199 7,674,222

ホ 1,298,320,086

△797,161,310 501,158,776

ヘ 9,732,619

△9,150,154 582,465

ト 4,531,000

△4,403,950 127,050

2,692,662,493

(2)

イ 443,100

443,100

(3)

イ 29,200,000

△20,400,000 8,800,000

8,800,000

2,701,905,593

2

(1) 1,266,153,805

(2)

イ 396,582,681

△13,166,107 383,416,574

ロ 174,835,052

ハ 128,241,200

686,492,826

(3) 9,540,696

(4) 1,363,250

(5) 3,433,000

(6) 953,580

1,967,937,157

4,669,842,750

前 払 費 用

前 払 金

そ の 他 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

未 収 金

医 業 未 収 金

貸 倒 引 当 金

医 業 外 未 収 金

そ の 他 未 収 金

貯 蔵 品

未 収 金 合 計

長 期 貸 付 金

貸 倒 引 当 金

投資その他の資産合計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

リース資産減価償却累計額

有 形 固 定 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

無 形 固 定 資 産 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額

器 械 備 品

器械備品減価償却累計額

車 両

車 両 減 価 償 却 累 計 額

リ ー ス 資 産

土 地

建 物

建 物 減 価 償 却 累 計 額

建 物 附 属 設 備

建物附属設備減価償却累計額

構 築 物

令 和 ４ 年 度 三 浦 市 病 院 事 業 貸 借 対 照 表

（令和５年３月31日）

(単位：円)

資　　　　産　　　　の　　　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産
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3
(1)

イ
1,922,586,986

1,922,586,986
(2)

イ 262,764,000
262,764,000

2,185,350,986
4

(1)

イ

202,863,547

202,863,547

(2)

イ 177,254,550

ロ 638

ハ 443,070,382

620,325,570

(3) 9,842,900

(4)

イ 91,587,000

ロ 16,287,000

107,874,000

(5) 12,869,869

953,775,886

5

(1)

イ 2,310,452

ロ 30,341,237

ハ 136,177,249

ニ 27,048,018

ホ 63,046,836

258,923,792

(2) △159,862,071

99,061,721

3,238,188,593

6

(1) 67,852,672

(2) 2,234,596,523

2,302,449,195

7

(1)

イ 870,795,038

870,795,038

△870,795,038

1,431,654,157

4,669,842,750

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

欠 損 金 合 計

資　　　　本　　　　の　　　　部

資 本 金

固 有 資 本 金

繰 入 資 本 金

資 本 金 合 計

剰 余 金

県 補 助 金
市 補 助 金

長 期 前 受 金 合 計

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

受 贈 財 産 評 価 額
寄 附 金
国 庫 補 助 金

前 受 金

引 当 金

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

引 当 金 合 計

預 り 金

未 払 金

医 業 未 払 金

医 業 外 未 払 金

そ の 他 未 払 金

未 払 金 合 計

流 動 負 債

企 業 債
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

企 業 債 合 計
引 当 金
退 職 給 付 引 当 金

引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

(単位：円)
負　　　　債　　　　の　　　　部

固 定 負 債
企 業 債
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債
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注記 

１ 重要な会計方針 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 先入先出法による原価法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

ア 有形固定資産（リース資産を除く。） 

(ｱ) 減価償却の方法 

定額法 

(ｲ) 主な耐用年数 

建物     10～39年 

建物附属設備 ６～39年 

構築物    10～40年 

器械備品   ３～20年 

車両     ４～６年 

   イ リース資産 

    所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

     自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。 

  (3) 引当金の計上方法 

   ア 退職給付引当金 

 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する

金額を計上している。 

 なお、会計基準変更時差異（378,608,131円）については、平成 26年度から 15年にわ

たり均等額を費用処理している。 

 また、令和４年度末に必要とする金額は 382,118,802円である。 

   イ 賞与引当金 

 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づ

き、当年度の負担に属する額を計上している。 

   ウ 法定福利費引当金 

 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。 

   エ 貸倒引当金 

 長期貸付金の返還免除による損失に備えるため、貸付対象者の在職期間による返還免除

予定相当額を計上している。 

また、医業未収金及び医業外未収金の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等

により回収不能見込額を計上している。 

  (4) 消費税及び地方消費税の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 
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２ キャッシュ・フロー計算書等関連 

  重要な非資金取引 

 該当なし 

 

３ 貸借対照表関連 

 企業債の償還に係る他会計の負担 

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定

のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,318,035,816円である。  

 

４ その他の注記 

  引当金の取崩し 

   ア 退職給付引当金の取崩し 

当年度において、退職手当として 103,083,639 円を支給するため、退職給付引当金

103,083,639円を使用した。 

   イ 賞与引当金の取崩し 

当年度において、期末手当及び勤勉手当として 233,118,574円を支給するため、賞与引

当金 94,073,000円を使用した。 

   ウ 法定福利費引当金の取崩し 

当年度において、法定福利費として 201,539,863円を支出するため、法定福利費引当金

16,736,000円を使用した。 

   エ 貸倒引当金の取崩し 

当年度において、奨学貸付金返還免除による損失額として 2,400,000円を長期貸付金か

ら減額するため、貸倒引当金 2,400,000円を使用した。 
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議案第 68号  

令和４年度三浦市水道事業会計決算の認定について  

地方公営企業法（昭和 27年法律第 2 9 2 号）第 30条第４項の規定により、令

和４年度三浦市水道事業会計決算について、別冊のとおり監査委員の意見を

付けて認定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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令 　和  　４  　年 　度 　三 　浦 　市 　     　　水 　道 　事 　業 　決 　算 　報 　告 　書

（１）収益的収入及び支出

　収　 入

予                    算                    額　　

区　　　分

円 円 円

第１款 水道事業収益

第１項 営 業 収 益

第２項 営業外収益

第３項 特 別 利 益

　支　 出

予                    算                    額　　

地方公営企
区　　　分 予 備 費 業法第 24条

当初予算額 第 ３ 項 の
支 出 額 規定による

支 出 額

円 円 円 円 円

第１款 水道事業費用

第１項 営 業 費 用

第２項 営業外費用

第３項 特 別 損 失

第４項 予 備 費 10,000,000 0 △6,824,392 0 0

01,000 0 0 0

106,127,000 0 0 0 0

1,313,977,000 3,567,000 6,824,392 0 0

増 減額

1,430,105,000 3,567,000 0 0 0

流 用
補正予算額

2,000 0 0

301,053,000 3,567,000 0

1,196,157,000 0 0

1,497,212,000 3,567,000 0

支 出 額 に 係 る
財 源 充 当 額

地 方 公 営 企 業
法 第 24 条 第 ３ 項

当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 の 規 定 に よ る
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令 　和  　４  　年 　度 　三 　浦 　市 　     　　水 　道 　事 　業 　決 　算 　報 　告 　書

予                    算                    額　　

円 円 円
（うち、仮受消費税及び地方消費税

（うち、仮受消費税及び地方消費税

（うち、仮受消費税及び地方消費税

小 計 合 計 不 用 額 備          考

円 円 円 円 円 円
(うち、仮払消費税及び地

39,641,258
(うち、仮払消費税及び地

34,516,945
(うち、仮払消費税及び地

1,947,705
(うち、仮払消費税及び地

1,000

3,175,6083,175,608

1,000

0 3,175,608 0 0

0 1,000 0 0

0 106,127,000 104,179,295 0

 方消費税 65,012,104円)

1,324,368,392 0  方消費税 65,012,104円)1,324,368,392 1,289,851,447 0

106,127,000

規定による に よ る
繰　越　額 繰 越 額

1,433,672,000 0 1,433,672,000 1,394,030,742 0

地方公営
地方公営企 企業法第
業法第26条 26条第２
第 ２ 項 の 決 算 額 項の規定

2,000 0 △2,000

304,620,000 324,667,924 20,047,924

　105,896,034円）

1,196,157,000 1,148,763,070

　2,639,075円）

1,500,779,000 1,473,430,994 △27,348,006

△47,393,930 　103,256,959円）

備　　　　　       考
決 算 額 の 増 減

予 算 額 に 比 べ
合 計 決 算 額
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（２）資本的収入及び支出

　収　 入

予                    算                    額

地方公営企業
区　　　分 法 第 2 6 条 の 継続費逓次繰越額

当 初 予 算 額 補正予算額 小　　計 規 定 に よ る
繰越額に係る に係る財源充当額
財 源 充 当 額

円 円 円 円 円

第１款 資本的収入 177,559,000 0 177,559,000 0 0

第１項 企 業 債 159,400,000 0 159,400,000 0 0

第２項 負 担 金 18,158,000 0 18,158,000 0 0

固 定 資 産

第３項 売 却 代 金 1,000 0 1,000 0 0

　支　 出

予                    算                    額

地方公営
区　　　分 予 備 費 流 　 用 企業法第 継続費

当 初 予 算 額 補正予算額 小　　計 26条の規 逓　次
支 出 額 増 減 額 定による 繰越額

繰 越 額

円 円 円 円 円 円 円

第１款 資本的支出 645,214,000 0 0 0 645,214,000 0 0

第１項 建設改良費 209,193,000 0 4,976,133 0 214,169,133 0 0

第２項 企業債償還金 424,021,000 0 0 0 424,021,000 0 0

第３項 予 備 費 12,000,000 0 △4,976,133 0 7,023,867 0 0

資本的収入額 150,954,771円 (資本的収入決算額 182,254,771円から前年度財源充当額 31,300,000円を

102,161,259円、当年度分損益勘定留保資金340,031,287円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

おいて措置するものとする。　　　　
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予                    算                    額

合    計 決  算  額

円 円 円

177,559,000 182,254,771 31,300,000円

　(2)翌年度へ繰り下げ発行する額 △30,100,000円

159,400,000 160,600,000

18,158,000 21,654,771

1,000 0

予                    算                    額 翌 年 度 繰 越 額

地方公営
企業法第

合    計 決　算　額 26条の規 合   計 不　用　額 備      考
定による
繰 越 額

円 円 円 円 円 円

645,214,000 637,951,395 0 0 7,262,605

214,169,133 213,931,253 0 0 237,880

424,021,000 424,020,142 0 0 0 858

7,023,867 0 0 0 0 7,023,867

除く。 )が資本的支出額 637,951,395円に不足する額 486,996,624円は、過年度分損益勘定留保資金

（うち、仮払消費税及び地

0 　方消費税 16,627,494円)

14,704,078円で補塡し、なお不足する額30,100,000円は、令和４年度同意済企業債未発行分で令和５年度に

継続費
逓　次
繰越額

（うち、仮払消費税及び地

0 　方消費税 16,627,494円)

△1,000

4,695,771

 ※企業債収入増減の内訳
　(1)前年度決算で資本的支出額に
　 充当した企業債の本年度収入額

1,200,000

3,496,771

計    1,200,000円

予算額に比べ
備　　　　　考

決算額の増減
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令 和 ４ 年 度 三 浦 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）
（単位:円）

1　 

(1) 1,014,904,493

(2) 3,406,194

(3) 27,195,424 1,045,506,111

2 　

(1) 43,447,061

(2) 96,022,608

(3) 6,706,715

(4) 487,970,443

(5) 73,654,402

(6) 49,482,497

(7) 453,701,902

(8) 13,853,715 1,224,839,343

営 　　業 　　損 　　失 179,333,232

3 　

(1) 25,990,000

(2) 1,598

(3) 183,006,132

(4) 112,316,852

(5) 718,229 322,032,811

4 　

(1) 68,916,189

(2) 9,497,768 78,413,957 243,618,854

経 　　常 　　利 　　益 64,285,622

64,285,622

1,455,877,588

1,520,163,210

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

営 業 外 費 用

支払利息及び企業債取扱諸費

雑 支 出

他 会 計 補 助 金

配 水 及 び 給 水 費

受 託 給 水 工 事 費

受 水 費

業 務 費

総 係 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

営 業 外 収 益

水 道 利 用 加 入 金

受 取 利 息

浄 水 費

営 業 収 益

給 水 収 益

受 託 給 水 工 事 収 益

そ の 他 の 営 業 収 益

営 業 費 用
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　　　　　　　　　　　　　　　　　令   和   ４   年   度   三   浦   市   水   道

　　　　　　　           　（令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 

　　　　　　　　　　　　剰

　　　利　　　　　益

前年度末残高 7,782,988,120

前年度処分額 0

7,782,988,120

当年度変動額 0

当年度純利益 0

7,782,988,120

　　　　　　　　　　　　　　　　　令   和   ４   年   度   三   浦   市   水   道

当年度末残高

議会の議決による処分額

処分後残高
7,782,988,120 0

0 0

資  本  金 資 本 剰 余 金

7,782,988,120 0

0 0

0 0

当年度末残高

処分後残高
0 0

0 0

0 0

資　本　金
資 本 剰 余 金

資本剰余金合計 減債積立金

0 0

72



 　   事 　業 　剰 　余 　金 　計 　算 　書

 　   令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 ま で）

(単位：円)

　　　余　　　　　　　　　　　　　金

　　　剰　　　　　余　　　　　金

 　   事   業   剰   余   金   処   分   計   算   書

(単位：円)

(繰越利益剰余金)

1,520,163,210

0

未処分利益剰余金

1,520,163,210

1,520,163,210 1,520,163,210 9,303,151,330

64,285,622 64,285,622 64,285,622

(当年度未処分利益剰余金)

(繰越利益剰余金)

1,455,877,588 1,455,877,588 9,238,865,708

64,285,622 64,285,622 64,285,622

0 0 0

資本合計

未処分利益剰余金 利益剰余金合計

1,455,877,588 1,455,877,588 9,238,865,708
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資　産　の　部

1 (単位：円)

 (1)

イ 90,583,762

ロ 196,543,021

△125,282,493 71,260,528

ハ 21,354,124,710

△10,323,492,599 11,030,632,111

ニ 652,596,731

△494,332,443 158,264,288

　 ホ  車 　両 　運　 搬　 具 7,624,440

△7,243,218 381,222

ヘ 17,312,740

△15,616,800 1,695,940

ト 3,900,000

11,356,717,851

 (2)

イ 9,190,994

ロ 10,000

9,200,994

 (3)

イ 3,885,000,000

3,885,000,000

15,250,918,845

2

 (1) 121,475,410

 (2)

イ 106,498,233

△173,321 106,324,912
ロ 3,006,132

ハ 21,658,676

130,989,720

 (3) 10,994,057

 (4)

イ 4,000,000

4,000,000

     流 　動   資   産   合   計 267,459,187
15,518,378,032

負　債　の　部

3

 (1)

   イイ

3,158,933,328

3,158,933,328

 (2)

   イ  退  職  給  与  引  当  金イ 66,785,113

   ロ  修　　繕　　引　　当　　金ロ 7,437,055

74,222,168

      固   定   負　 債   合   計 3,233,155,496固 定 負 債 合 計

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

修 繕 引 当 金

引 当 金 合 計

資 産 合 計

固 定 負 債

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

そ の 他 流 動 資 産

保 管 有 価 証 券

そ の 他 流 動 資 産 合 計

流 動 資 産 合 計

営 業 未 収 金

貸 倒 引 当 金
営 業 外 未 収 金

そ の 他 未 収 金

未 収 金 合 計

貯 蔵 品

出 資 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

無 形 固 定 資 産

施 設 利 用 権

電 話 加 入 権

無 形 固 定 資 産 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産

車両運搬具減価償却累計額

工 具 器 具 及 び 備 品

工 具 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計

建 物 減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

機械及び装置減価償却累計額

車 両 運 搬 具

令 和 ４ 年 度 三 浦 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

（令和５年３月31日）

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

建 物
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4

 (1)

   イイ

373,556,396

373,556,396

 (2)

イ 73,958,938

ロ 4,779,200

ハ 31,402,198

110,140,336

 (3) 1,118,120

 (4)

イ 5,584,907

ロ 30,858,300

36,443,207

 (5)

イ 7,022,185

ロ 1,314,044

8,336,229

 (6) 47,596,206

 (7) 4,000,000

581,190,494

5

 (1)

イ 1,539,672,540

ロ 1,081,520,523

ハ 354,539,637

ニ 163,132,654

ホ 144,949,000

ヘ 1,782,961,616

5,066,775,970

 (2)

      固   定   負　 債   合   計 2,400,880,712
6,215,226,702

6

 (1) 76,546,985

 (2) 11,941,572

 (3) 4,908,100,000

 (4) 2,786,399,563

 　　資　 　本 　　金   　合 　　計 7,782,988,120

7

 (1)

イ 1,520,163,210

 　  利 　益 　剰　 余 　金 　合 　計 1,520,163,210

1,520,163,210

9,303,151,330

15,518,378,032

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

繰 入 資 本 金

組 入 資 本 金

資 本 金 合 計

剰 余 金

負 債 合 計

資　本　の　部
資 本 金

固 有 資 本 金

再 評 価 組 入 資 本 金

市 補 助 金

そ の 他 長 期 前 受 金

長 期 前 受 金 合 計

収 益 化 累 計 額 △2,665,895,258
繰 延 収 益 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

受 贈 財 産 評 価 額

工 事 負 担 金

国 庫 補 助 金

県 補 助 金

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

引 当 金 合 計

預 り 金

預 り 保 証 有 価 証 券

流 動 負 債 合 計

前 受 金

営 業 前 受 金

営 業 外 前 受 金

前 受 金 合 計

引 当 金

未 払 金

営 業 未 払 金

営 業 外 未 払 金

そ の 他 未 払 金

未 払 金 合 計

未 払 費 用

流 動 負 債

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

75



注記
＊１＊重要な会計方針
＊＊（１）　資産の評価基準及び評価方法

＊＊＊たな卸資産の評価基準及び評価方法

＊＊＊＊貯蔵品　先入先出法による原価法

＊＊（２）　固定資産の減価償却の方法

＊＊＊ア＊有形固定資産（リース資産を除く。）

＊＊＊＊（ア）*減価償却の方法

＊＊＊＊＊定額法

＊＊＊＊（イ）*主な耐用年数

＊＊＊＊＊建物＊＊＊＊＊＊＊＊10～50年

＊＊＊＊＊構築物＊＊＊＊＊＊＊10～60年

＊＊＊＊＊機械及び装置＊＊＊＊６～20年

＊＊＊＊＊車両運搬具＊＊＊＊＊４～５年

＊＊＊＊＊工具器具及び備品＊＊２～15年

＊＊＊イ＊無形固定資産（リース資産を除く。）

＊＊＊＊（ア）*減価償却の方法

＊＊＊＊＊定額法

＊＊＊＊（イ）*主な耐用年数

＊＊＊＊＊施設利用権＊＊＊＊＊25年

＊＊（３）＊引当金の計上方法

＊＊＊ア＊退職給付引当金

＊＊＊＊＊職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する

＊＊＊＊金額を計上している。

＊＊＊＊＊なお、会計基準変更時差異（113,336,835円）については、平成26年度から15年にわたり

＊＊＊＊均等額を費用処理している。

＊＊＊＊＊また、令和４年度末に必要とする金額は112,119,841円である。

＊＊＊イ＊賞与引当金

＊＊＊＊＊職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、

＊＊＊＊当年度の負担に属する額を計上している。

＊＊＊ウ＊法定福利費引当金

＊＊＊＊＊職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支

＊＊＊＊出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

＊＊＊エ＊貸倒引当金

＊＊＊＊＊債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上して

＊＊＊＊いる。

＊＊（４）　消費税及び地方消費税の会計処理

＊＊＊＊消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

＊２＊キャッシュ・フロー計算書等関連
＊＊重要な非資金取引
＊＊＊＊該当なし
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＊３＊貸借対照表等関連

＊＊該当なし

＊４＊リース契約により使用する固定資産

＊＊（１）　リース会計に係る特例措置

＊＊＊＊所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

＊＊＊た会計処理によっている。

＊５＊その他の注記

＊＊（１）　新会計基準移行に係る経過措置

＊＊＊修繕引当金に関する経過措置

＊＊＊＊＊平成26年３月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り

＊＊＊＊崩すこととする。

＊＊（２）　引当金の取崩し

＊＊＊ア＊賞与引当金の取崩し

＊＊＊＊＊当年度において、期末手当及び勤勉手当として25,521,800円を支給するため、賞与引

＊＊＊＊当金7,953,910円を使用した。

＊＊＊イ＊法定福利費引当金の取崩し

＊＊＊＊＊当年度において、法定福利費として20,845,883円を支出するため、法定福利費引当金

＊＊＊＊1,490,897円を使用した。

＊＊＊ウ＊貸倒引当金の取崩し

＊＊＊＊＊当年度において、水道料金の不納欠損65,628円及び開閉栓手数料の不納欠損10,000円

＊＊＊＊による損失額を営業未収金から減額するため、貸倒引当金75,628円を使用した。

＊＊＊＊
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議案第 69号  

令和４年度三浦市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認  

定について  

地方公営企業法（昭和 27年法律第 2 9 2 号）第 32条第２項の規定により令和

４年度三浦市公共下水道事業会計の利益の処分について議決を求めるととも

に、同法第 30条第４項の規定によりその決算について別冊のとおり監査委員

の意見を付けて認定を求める。  

令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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令 　和 　４ 　年 　度 　三 　浦 　市　　　　　 　     　　　公 　共 　下 　水 　道 　事 　業 　決 　算 　報 　告 　書

（１）収益的収入及び支出

　収　 入

予                    算                    額　　

区　　　分

円 円 円

第１款 公共下水道事業収益

第１項 営 業 収 益

第２項 営業外収益

第３項 特 別 利 益

　支　 出

予                    算                    額　　

区　　　分
当初予算額

円 円 円 円 円

第１款 公共下水道事業費用

第１項 営 業 費 用

第２項 営業外費用

第３項 特 別 損 失

第４項 予 備 費

0

地 方 公 営 企 業
法 第 24 条 第 ３ 項
の 規 定 に よ る
支 出 額 に 係 る
財 源 充 当 額

地方公営企
業法第24条
第 ３ 項 の
規定による
支 出 額

補正予算額
流 用

増 減 額

当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

921,733,000

284,936,000

1,000

636,796,000

17,122,000

0

17,122,000

0

0

931,604,000 0

844,314,000 0

017,122,000

17,122,000 19,270

0

900,000 0

1,000 0

86,389,000 000

0

0

0

0△19,270

0

0

0

0

支 出 額

予 備 費

0

80



令 　和 　４ 　年 　度 　三 　浦 　市　　　　　 　     　　　公 　共 　下 　水 　道 　事 　業 　決 　算 　報 　告 　書

予                    算                    額　　

円 円 円
（うち、仮受消費税及び地方消費税

（うち、仮受消費税及び地方消費税

（うち、仮受消費税及び地方消費税

小 計 合 計 不 用 額 備          考

円 円 円 円 円 円
(うち、仮払消費税及び地

11,404,096
(うち、仮払消費税及び地

10,190,293

332,073

1,000

880,730

　24,482,351円）

284,936,000 　24,403,485円）

備　　　　　       考
決 算 額 の 増 減

938,855,000 921,904,248 △16,950,752

合 計 決 算 額

　78,866円）

1,000 0 △1,000

653,918,000 651,601,237 △2,316,763

地方公営
企業法第

業法第26条
第 ２ 項 の
規定による
繰 越 額

0 0

地方公営企

予 算 額 に 比 べ

270,303,011 △14,632,989

26条第２

948,726,000 948,726,000

861,455,270 861,455,270 851,264,9770

937,321,904

880,730 880,730 0

86,389,000 86,389,000 86,056,9270

0

0 0

1,000 1,000 0 0

0

 方消費税 26,198,137円)

 方消費税 26,198,137円)

0

決 算 額 項の規定
に よ る
繰 越 額
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（２）資本的収入及び支出

　収　 入

予                    算                    額

地方公営企業
区　　　分 法 第 2 6 条 の 継続費逓次繰越額

当 初 予 算 額 補正予算額 小　　計 規 定 に よ る
繰越額に係る に係る財源充当額
財 源 充 当 額

円 円 円 円 円

第１款 資本的収入 850,387,000 11,000,000 861,387,000 82,059,000 0

第１項 企 業 債 183,800,000 0 183,800,000 52,400,000 0

負担金及び

第２項 分 担 金 527,897,000 0 527,897,000 0 0

第３項 補 助 金 138,690,000 0 138,690,000 29,659,000 0

繰延運営権

第４項 対 価 0 11,000,000 11,000,000 0 0

固 定 資 産

第５項 売 却 代 金 0 0 0 0 0

　支　 出

予                    算                    額

地方公営
区　　　分 予 備 費 流 　 用 企業法第 継続費

当 初 予 算 額 補正予算額 小　　計 26条の規 逓　次
支 出 額 増 減 額 定による 繰越額

繰 越 額

円 円 円 円 円 円 円

第１款 資本的支出 868,019,000 0 0 0 868,019,000 90,474,000 0

第１項 建設改良費 284,225,000 0 0 0 284,225,000 90,474,000 0

第２項 企業債償還金 583,694,000 0 0 0 583,694,000 0 0

第３項 予 備 費 100,000 0 0 0 100,000 0 0

年度分損益勘定留保資金 7,416,026円及び当年度分損益勘定留保資金 10,553,303円で補塡した。※※※※

資本的収入額 757,635,449円 (資本的収入決算額 791,535,449円から翌年度へ繰り越される支出の財源
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予                    算                    額

合    計 決  算  額

円 円 円

943,446,000 791,535,449  ※企業債収入増減の内訳

236,200,000 173,800,000 △23,300,000円

　(2)借り入れなかった額 △39,100,000円

527,897,000 526,646,541

168,349,000 79,441,000

11,000,000 11,000,000

0 647,908

予                    算                    額 翌 年 度 繰 越 額

地方公営
企業法第

合    計 決　算　額 26条の規 合   計 不　用　額 備      考
定による
繰 越 額

円 円 円 円 円 円

958,493,000 775,604,778 111,672,000 111,672,000 71,216,222

374,699,000 193,181,660 111,672,000 111,672,000 69,845,340

583,694,000 582,423,118 0 0 0 1,270,882

100,000 0 0 0 0 100,000

　方消費税 16,914,654円)

（うち、仮払消費税及び地

0 　方消費税 16,914,654円)

に充当する額 33,900,000円を除く。 )が資本的支出額 775,604,778円に不足する額 17,969,329円は、過

　(1)翌年度繰越額の財源57,200,000円

　　 のうち、借り入れなかった額

647,908

継続費
逓　次
繰越額

0

（うち、仮受消費税及び地方消費税

（うち、仮払消費税及び地

△62,400,000

△1,250,459

△88,908,000

0

計　△62,400,000円

58,900円）

△151,910,551

予算額に比べ
備　　　　　考

決算額の増減

 ※企業債の決算額のうち、翌年度へ繰り越される
   支出の財源に充当する額 　　　　　　　 33,900,000円
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令 和 ４ 年 度 三 浦 市 公 共 下 水 道 事 業 損 益 計 算 書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）
（単位:円）

1　 

(1) 244,164,886

(2) 1,592,640

(3) 142,000 245,899,526

2 　

(1) 29,457,210

(2) 156,123,880

(3) 10,310,383

(4) 139,143,133

(5) 479,215,730

(6) 10,816,504 825,066,840

営 　　業 　　損 　　失 579,167,314

3 　

(1) 1,321

(2) 68,027,622

(3) 76,481,000

(4) 28,923,000

(5) 477,093,836

(6) 1,104,998 651,631,777

4 　

(1) 67,667,622

(2) 4,464,811 72,132,433 579,499,344

経 　　常 　　利 　　益 332,030

332,030

81,788,331

82,120,361

営 業 外 費 用

営 業 収 益

下 水 道 使 用 料

他 会 計 負 担 金

そ の 他 営 業 収 益

営 業 費 用

管 き ょ 費

処 理 場 費

ポ ン プ 場 費

総 係 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

営 業 外 収 益

支払利息及び企業債取扱諸費

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

雑 支 出

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

受 取 利 息 及 び 配 当 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 補 助 金

補 助 金
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　　　　　　　　　　　　　　　　　令   和   ４   年   度   三   浦   市   公   共

　　　　　　　           　（令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 

剰

前年度処分額

当年度変動額

　　　　　　　　　　　　　　　　　令   和   ４   年   度   三   浦   市   公   共

当年度末残高

議会の議決による処分額

建設改良積立金への積立

資　本　金
資 本 剰 余 金

資本剰余金合計

前年度末残高
127,103,029 928,793,053

0 0

処分後残高
127,103,029 928,793,053

0 0

127,103,029 928,793,053

当年度純利益 0 0

資  本  金 資 本 剰 余 金

127,103,029 928,793,053

当年度末残高

処分後残高
127,103,029 928,793,053

0 0

0 0
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 　 下 　水 　道 　事 　業 　剰 　余 　金 　計 　算 　書

 　   令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 ま で）

(単位：円)

　　　　余　　　　　　　　　　　　金

 　 下   水   道   事   業   剰   余   金   処   分   計   算   書

(単位：円)

資本合計
利　　益　　剰　　余　　金

未処分利益剰余金 利益剰余金合計

81,788,331 81,788,331 1,137,684,413

0 0 0

(繰越利益剰余金)

81,788,33181,788,331 1,137,684,413

332,030 332,030 332,030

82,120,361 82,120,361 1,138,016,443

332,030 332,030 332,030

未処分利益剰余金

82,120,361

(当年度未処分利益剰余金)

(繰越利益剰余金)

22,236,187

△59,884,174

△59,884,174
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資　産　の　部

1 (単位：円)

 (1)

イ 1,825,551,238

ロ 899,719,560

△98,210,437 801,509,123

ハ 11,173,502,607

△1,185,211,420 9,988,291,187

ニ 999,169,618

△338,758,847 660,410,771

ホ 30,320,000

13,306,082,319

13,306,082,319

2

 (1) 150,073,556

 (2)

イ 49,532,287

△653,826 48,878,461

ロ 52,117

48,930,578

 (3) 33,982,000

     流 　動   資   産   合   計 232,986,134
13,539,068,453

負　債　の　部

3

 (1)

   イイ

2,889,511,897

2,889,511,897

      固   定   負　 債   合   計 2,889,511,897

4

 (1)

   イイ

579,037,148

579,037,148

 (2)

イ 93,079,278

ロ 3,773,400

ハ 37,148,716

134,001,394

 (3) 524,569

 (4)

イ 4,156,380

ロ 782,831

4,939,211

 (5) 1,219,610

719,721,932

法 定 福 利 費 引 当 金

引 当 金 合 計

預 り 金

流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

未 払 金

営 業 未 払 金

営 業 外 未 払 金

そ の 他 未 払 金

未 払 金 合 計

未 払 費 用

引 当 金

流 動 負 債

資 産 合 計

固 定 負 債

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

固 定 負 債 合 計

貸 倒 引 当 金

そ の 他 未 収 金

未 収 金 合 計

前 払 金

流 動 資 産 合 計

営 業 未 収 金

機 械 及 び 装 置

機械及び装置減価償却累計額

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

令 和 ４ 年 度 三 浦 市 公 共 下 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

（令和５年３月31日）

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

建 物

建 物 減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額
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5

 (1)

イ 1,797,498,992

ロ 3,325,358,558

ハ 5,259,205,681

10,382,063,231

 (2)

 (3) 10,000,000

      固   定   負　 債   合   計 8,791,818,181
12,401,052,010

資　本　の　部

6

 (1) 127,103,029

 　　資　 　本 　　金   　合 　　計 127,103,029

7

 (1)

   イ  受　贈　財　産　評　価　額イ 10

 　ロ　寄　　　　　附　　　　　金ロ 191,845,138

ハ 736,947,905

928,793,053

 (2)

イ 82,120,361

 　  利 　益 　剰　 余 　金 　合 　計 82,120,361

1,010,913,414

1,138,016,443
13,539,068,453負 債 資 本 合 計

長 期 前 受 金

繰 延 運 営 権 対 価

利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

剰 余 金

資 本 剰 余 金

受 贈 財 産 評 価 額

負 担 金 及 び 分 担 金

補 助 金

資 本 剰 余 金 合 計

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資 本 金

固 有 資 本 金

資 本 金 合 計

△1,600,245,050

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

受 贈 財 産 評 価 額

負 担 金 及 び 分 担 金

補 助 金

長 期 前 受 金 合 計

収 益 化 累 計 額
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注記
＊１＊重要な会計方針

＊＊（１）　固定資産の減価償却の方法

＊＊＊ア＊有形固定資産

＊＊＊＊（ア）*減価償却の方法

＊＊＊＊＊定額法

＊＊＊＊（イ）*主な耐用年数

＊＊＊＊＊建物＊＊＊＊＊＊＊＊８～50年

＊＊＊＊＊構築物＊＊＊＊＊＊＊10～50年

＊＊＊＊＊機械及び装置＊＊＊＊６～30年

＊＊（２）＊引当金の計上方法

＊＊＊ア＊退職給付引当金

＊＊＊＊＊職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する

＊＊＊＊金額を計上している。

＊＊＊＊＊なお、会計基準変更時差異（80,988,165円）については、令和２年度から15年にわたり

＊＊＊＊均等額を費用処理している。

＊＊＊＊＊令和３年度は職員の異動等により前年度からの要支給額の減少が均等額を上回ったため、

＊＊＊＊計上はしなかった。

＊＊＊＊＊また、令和４年度末に必要とする金額は62,006,744円である。

＊＊＊イ＊賞与引当金

＊＊＊＊＊職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づ

＊＊＊＊き、当年度の負担に属する額を計上している。

＊＊＊ウ＊法定福利費引当金

＊＊＊＊＊職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

＊＊＊＊支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

＊＊＊エ＊貸倒引当金

＊＊＊＊＊債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上して

＊＊＊＊いる。

＊＊（３）　消費税及び地方消費税の会計処理

＊＊＊＊消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

＊２＊キャッシュ・フロー計算書等関連

＊＊重要な非資金取引

＊＊＊＊該当なし

＊３＊貸借対照表等関連

＊＊企業債の償還に係る他会計の負担金

＊＊＊＊貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度末日の翌日から起算して１年以内に

＊＊＊償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,409,584,000円

＊＊＊である。

＊４＊その他の注記

＊＊（１）　引当金の取崩し

＊＊＊ア＊賞与引当金の取崩し

＊＊＊＊＊当年度において、期末手当及び勤勉手当として15,478,017円を支給するため、賞与引当

＊＊＊＊金4,640,393円を使用した。

＊＊＊イ＊法定福利費引当金の取崩し

＊＊＊＊＊当年度において、法定福利費として13,104,210円を支出するため、法定福利費引当金

＊＊＊＊866,050円を使用した。

＊＊＊ウ＊貸倒引当金の取崩し

＊＊＊＊＊当年度において、下水道使用料の不納欠損170,999円による損失額を営業未収金から減

＊＊＊＊額するため、貸倒引当金170,999円を使用した。
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                            議案第 70号   

   令和５年度三浦市一般会計補正予算（第 ４号）  

 令和５年度の三浦市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに  

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条   歳入歳 出予算 の総 額 に歳入 歳出そ れぞ れ 125,227千円を 追 加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 18,780,836千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後  

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（継続費の補正）  

第２条  継続費の変更は、「第２表  継続費補正」による。  

 （繰越明許費）  

第３条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 1 3 条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３表  繰越明許費」

による。  

 （債務負担行為の補正）  

第４条  債務負担行為の追加は、「第４表  債務負担行為補正」による。  

２  債務負担行為の変更は、「第 ４表の２  債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第５条  地方債の追加は、「第５表  地方債補正」による。  

令和５年９月８日提出   

三浦市長  吉  田  英  男   
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２

財務会計システム運営管理業務

子育て賃貸住宅等整備事業に係るＰＦＩ事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　（物価高騰分）

補　　正　　前 補　　正　　後

（単位：千円）（追　加）

事       　     項 期        間 限    度    額

65,292

令和７年度 3,773,507 令和７年度 2,635,897

２ 総務費 １
総務管
理費

 市民交流
 拠点整備
 事業

4,200,000

令和５年度 65,292

4,200,000

令和５年度

　普通貸借又
は証券発行
　事業の進捗
その他の都合
により起債の
全部又は一部
を翌年度に繰
り越して起債
することがで
きる。

　　5.0%以内
( ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金、地方公共団
体金融機構資金
及び銀行等引受
について、利率
の見直しを行っ
た後においては、
当該見直し後の
利率）

政府資金について
は、その融通条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者との協定条件によ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、若しくは繰上
償還又は低利債に借
換えすることができ
る。／／／／／／／

／

第　５　表　　地 方 債 補 正
（追　加）

利　　率 償還の方法

10,800歩行空間整備事業費

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法

第　４　表　の　２　　債 務 負 担 行 為 補 正
（単位：千円）

汚泥運搬車購入費

（環境センター）
5,500 8,508

事            項
限　　度　　額 限　　度　　額

第　２　表　　継 続 費 補 正
（変　更） （単位：千円）

款 項 事業名
補　　正　　前 補　　正　　後

総　額 年　度 年割額 総　額 年　度 年割額

第　３　表　　繰 越 明 許 費
（単位：千円）

事　　　業　　　名項款 金　   額

（変　更）

令和６年度から
　　令和21年度まで

47,528

第　４　表　　債 務 負 担 行 為 補 正

７ 土 木 費 道路橋りょう費 道路維持補修事業 5,621

令和６年度 361,201 令和６年度 1,498,811

（財産管理課）

令和６年度から
　　令和７年度まで

2,970
（財政課）
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                            議案第 71号  

令和５年度三浦市市場事業特別会計補正予算（第１号）  

令和５年度の三浦市市場事業特別会計 補正予算（第１号） は、次に定める

ところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 16,537千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 734,475千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

 の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 1 3 条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表  繰越明許費」

による。  

  令和５年９月８日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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第　２　表　　繰 越 明 許 費 
(単位：千円)

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　額

　2　施　設　費 　1　施　設　費 　市場施設管理事業 37,125
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